
川崎市上下水道局規程第２２号 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正する

規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

          川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之 

 

川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の一部を改正

する規程 

 川崎市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程（令和２年川崎市

上下水道局規程第５号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第３項第１号中「２，５００円」を「６，８１８円」に改め、同項第

２号中「会計年度任用職員の」を「自動車等の使用距離の」に改め、同号アか

らスまでを次のように改める。 

  ア 片道５キロメートル未満 ９０円 

イ 片道５キロメートル以上１０キロメートル未満 １９０円 

ウ 片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満 ３３１円 

エ 片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満 ４７２円 

オ 片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満 ６１３円 

カ 片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満 ７５４円 

キ 片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満 ８９５円 

ク 片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満 １，０３６円 

ケ 片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満 １，１７７円 

コ 片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満 １，３２２円 

サ 片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満 １，４６８円 

シ 片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満 １，６１３円 



ス 片道６０キロメートル以上６５キロメートル未満 １，７５９円 

 第７条第３項第２号に次のように加える。 

  セ 片道６５キロメートル以上７０キロメートル未満 １，９１８円 

ソ 片道７０キロメートル以上７５キロメートル未満 ２，０７７円 

タ 片道７５キロメートル以上８０キロメートル未満 ２，２３６円 

チ 片道８０キロメートル以上８５キロメートル未満 ２，３９５円 

ツ 片道８５キロメートル以上９０キロメートル未満 ２，５５４円 

テ 片道９０キロメートル以上９５キロメートル未満 ２，７０９円 

ト 片道９５キロメートル以上１００キロメートル未満 ２，８６３円 

ナ 片道１００キロメートル以上 ３，０１８円  

第７条第３項第３号ア中「２，５００円」を「６，８１８円」に改める。 

 第９条第３項中「、９、１４及び１６」を削る。 

第１７条の２第１項第１号中「１００分の１１３.５」を「１００分の１１

２.２５」に、「１００分の１２１」を「１００分の１１９.７５」に改め、同

項第２号中「１００分の１０６」を「１００分の１０４.７５」に改め、同項

第３号中「１００分の１００」を「１００分の９８.７５」に改める。 

 第２９条中「昭和３３年川崎市水道部規程第２号」を「令和８年川崎市上下

水道局規程第２１号」に改める。 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 


